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新型インフルエンザとBCP（事業継続計画）

商工フェスタを開催

　BCP（Business Continuity Plan：事業継続計画）とは、企業が自然災害や新型インフルエンザの大流行などの緊急事態に遭

遇した場合に、中核となる事業の継続あるいは早期復旧を可能とするために、平常時に行うべき活動や緊急時における事業継続

のための方法、手段などを取り決めておく計画のことです。

　新型インフルエンザが発生した場合、従業員の欠勤や取引先の休業、原材料の不足など、企業活動への影響が想定されています。

こうした企業活動への影響を最小限にとどめるために、流行時における事業運営体制などを検討し、BCP として取りまとめてお

くことが重要です。

　また、１ヵ月続いたスタンプラリーを締めくくる抽選

会も行われ、集めたスタンプカードを片手に長時間長蛇

の列ができ、特等５万円のお買物券当選者も出ました。

※スタンプラリー抽選会で当選したお買物券の有効期限

は１１月２３日（祝）までです。ご注意ください！

スタンプラリー参加店にて使用できます。

ＢＣＰ策定のポイントは？
　新型インフルエンザ発生時に、『どの事業を継続をしなければならないのか？』や、『事業の縮小や休止が可能な事業は

何か？』など、事前に自社の事業を分析しておきましょう。そして、継続をしなければならない事業については、その継

続手段を検討し、計画に取りまとめておきましょう！

事
業
の
分
析

●経営維持に関わる収入確保の必要性を考え、あなたの会社にとって中核となる事業を特定し、その事業の継続

に必要となる資源（人、物、金、情報など）を洗い出しましょう。

●国や都道府県の発生段階の宣言を参考に、事業の縮小・休止や再開・復帰のタイミングについても考えておき

ましょう。

事
前
対
策
の
実
施

●事業が中断した場合を想定し、資金を確保する対策について検討しましょう。

　（例： 2 か月の事業停止を想定した資金の積立など）

●流行時における従業員の欠勤を想定した人員計画を立てましょう。

　（例： 複数班による交替勤務の実施、在宅勤務の実施など）

●取引先などとの連携が必要な場合は、あらかじめ取引先の生産計画や BCP を確認しておきましょう。

●感染防止策を検討しましょう。

　あわら市商工会では、去る１０月２５日（日）に中央公民館前広場

にて、地域の賑わいを創出するためのイベント事業として、商工フェ

スタを開催しました。

　フェスタは、商売の大変さや楽しさ等を知ってもらうためケーキ作

りや看板作り等の「擬似体験コーナー」を始め、「商業・工業等の企業

紹介コーナー」、「販売コーナー」、「ステージイベント」さらに今年は、「乗

馬体験コーナー」が新たに加わり各コーナーとも大盛況となりました。
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あわら市商工会では、昨年度より全国商工会連合会が推奨するインターネットを使った記帳
指導を行っております。この機会にあなたのお店でもインターネット経理してみませんか？
1.日　　時 ・・・ 平成21年12月1日(火)　(1)13:30 (2)18:30
2.場　　所 ・・・ あわら市商工会（本所）又は坂井市商工会春江支所
3.募集人数 ・・・ 各先着10名

※お申込み、お問い合わせ　 （本所）ＴＥＬ 73-0248　（支所）ＴＥＬ 78-6311

あわら市商工会・坂井市商工会　地域力連携拠点事業

ネット de記帳 講習会

会計データを
共有できます

　商工会へ来て頂かなくても、インター
ネットでタイムリーにアドバイスを受け
ることができます。

複数の方、複数の拠点で
同時に利用できます

　支店や営業所から会計データを直接入
力し本所では、リアルタイムに状況を把
握、決算をすることができます。

メンテナンスフリー

　ソフトのインストールやバージョン
アップといった面倒な作業は一切発生し
ません。

メリット 1 メリット2 メリット3

福井県の中小企業対策
資金繰り対策
（１）経営安定資金の保証料補給の拡充

　１０月からの国の信用保険料の改定に伴い、経営安定資

金の保証料が引き上げられることから、県の保証料補給の

割合を引き上げ、中小企業の負担増を軽減しています。

（２）資金繰り円滑化支援資金の拡充
　　改　正

①融資限度額に関する要件緩和

　既存の県制度融資残高に対する限度額の撤廃

　（現行）県制度融資残高の４倍以内

　県の２１年度９月補正予算において中小企業対策事業の拡充を図った

ものを一部ご紹介します。

保証料 制度融資
利 率
④

保証料率
③＋④保証料率

①
県補給分
②

企業負担分
③＝①－②

当　初 ０．５％
０．１２５％
（１／４）

０．３７５％ １．５％ １．８７５％

改正後 ０．７％
０．２３３％
（１／３）

０．４６７％ １．３％ １．７６７％

②借換えに併せて、新たな事業資金を貸付（ただし、借換額の同額以内）

　　　　（現行）既存の県制度融資等の借換えに限定

主な融資制度 平成２１年１１月１日現在

融資制度名 融 資 限 度 利　率（年） 期　間 保 証 人、担 保 等

あ
わ
ら
市

中小企業
振興資金

設備 ､運転
1,000万円

１．７０％ 
( 保証付1.50%　保証料必要 )

設備　７年
運転　７年

○取扱金融機関の定めるところによる
○担保及び保証協会の保証については ､関係金
融機関及び融資申込人の協議によるものとする

金日
融本
公政
庫策

普通貸付 設備 ､運転
4,800万円 ２．２５％ 設備１０年

運転　５年
○連帯保証人が1名以上必要

経営改善貸付
(マルケイ資金 )

設備 ､運転
1,500万円 １．９５％ 設備１０年

運転　７年
○無担保 ､無保証人

福
井
県

中小企業育成資金
(一般分 )

設備、運転
8,000万円

１．７０％ 
( 保証付1.50%　保証料必要 )

設備　７年
運転　５年

○取扱金融機関の定めるところによる

経営安定資金
(経営強化 )

設備、運転
8,000万円

１．６０％
(保証付1.40%　保証料必要 )

設備　７年
運転　７年

○売上高等が３%以上減少
○取扱金融機関の定めるところによる

商
工
貯
蓄
共
済

範囲内貸付 積立金の範囲内 １．５０％ 500万円まで
　　５年以内

500万円超
８年以内

○無保証人 ､積立金担保

普通貸付
積立金の２倍以内
(純債300万まで )
(連帯保証人1名以上)

３年以内　２．３５％
３年超５年以内　２．８５％
５年超　２．９５％

○連帯保証人が必要
　ただし､純債 100万円までは配偶者 ( 専
従者以外)の連帯保証人でも可(積立金担保)




